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介護保険制度における
住宅改修説明会を開催

介護認定調査員を募集
（委託業務）

子育て支援課　事務補助員
（会計年度任用職員）を募集

新型コロナウイルスワクチン接種の
準備を進めています

ワクチン接種は、重症化リスクなどを考慮
し、①医療従事者等、②高齢者と高齢者施設の
従事者、③高齢者以外で基礎疾患を有する人、
④それ以外の人という順番で順次接種できる
よう進めています。
接種開始予定時期
①医療従事者等　３月～
②高齢者と高齢者施設の従事者
４月～（３月中に高齢者へ接種クーポン
を送付予定）
※ワクチンの供給量などで時期は変動しま
す。

接種料金　無料
接種回数　２回（ワクチンの種類によって接
種間隔が異なります）
□問健康増進課（複合施設ここらす内）
　☎24-0620

職種・予定人数　事務補助員・１人程度
業務内容　窓口業務、パソコンを使用したデ
ータ入力ほか
任用期間　５月１日～ 10月31日
申込方法　３月19日㊎までに、申込用紙（市
ホームページに掲載）を郵送または持参
試験日程・内容　応募者に別途連絡・面接
勤務時間　週30時間
　（月曜日～金曜日、９時～16時まで）
報酬（月額）　113,109円～（交通費別途）
□郵□申□問〒863-8631（住所記載不要）
　　　天草市役所・子育て支援課
　　　☎27-5400

応募資格（次の１～３の条件を満たす人）
１．介護支援専門員の資格を持ち、都道府
県が実施する認定調査員研修の修了者。

２．認定調査に必要な通信手段、移動手段
を確保できること。

３．契約時点でほかの事業所などで勤務し
ていないこと。

調査料　１件につき4,000円（交通費・通信
費を含み、消費税は別）
契約期間　４月１日～令和４年３月31日
選考方法　書類審査および面接
応募方法　３月31日㊌までに書類を郵送ま
たは持参してください。
・履歴書　・介護支援専門員証の写し
・都道府県の認定調査員新任研修の修了証
明書の写し

（注意）郵送する場合は
封筒に朱書きで「認
定調査個人契約希望」
と明記してください。
提出された書類は返
却しません。
□申□問高齢者支援課☎24-8806

対　象　住宅改修を行う施工業者
※令和３年度に受領委任払いの取扱業者と
して登録する施工業者は、必ず出席くだ
さい。
新型コロナウイルス感染症の状況により、
資料配布のみの場合があります。

内　容　介護保険住宅改修の対象項目、受領
委任払い制度など
と　き　　３月17日㊌　午後４時～５時
ところ　　天草市民センター大会議室
申込方法　３月15日㊊までに電話で申し込
んでください。
□申□問高齢者支援課☎24-8806

市政だより天草に掲載している催しは、

新型コロナウイルス感染症の状況により

中止・延期になる可能性があります。

開催については各記事の問い合わせ先

または市ホームページでご確認ください。

年次点検のため
瀬戸歩道橋を通行止め

※点検が済み次第、通行止めを解除します。
３月22日㊊～29日㊊期　間

□問土木課☎32-6795

有効期間　令和３年６月１日から令和５年５月31日まで
■建設工事等競争入札参加

建設工事、測量・建設コンサルタントなどの競争入札参加資格審査申請の受け付けを行います。
申請方法　申請書（市ホームページに掲載）を市内業者は４月５日㊊までに持参、準市内業者・

市外業者は４月30日㊎までに郵送（当日消印有効）してください。
■小規模工事等契約希望者
対　象　上記指名願を提出せず、小規模工事などの受注・施工を希望する事業者

※登録すると、市が発注する小規模工事などの業者選定対象になります。
※現在登録中の事業者も有効期間が終了するため新たに登録が必要です。

〔小規模工事等希望業種〕
●建築一式工事　●大工工事　●左官工事　●内装仕上工事　●電気工事　●板金工事
●電気通信工事　●塗装工事　●造園工事　●タイル・れんが・ブロック工事　●管工事
●ガラス工事　　●建具工事　●その他工事
申請方法　４月１日㊍～４月30日㊎までに、契約検査課または各支所担当課に備え付けの申

請書（市ホームページに掲載）に必要書類を添えて郵送または持参してください。

□郵□申□問〒863-8631（住所記載不要）天草市役所・契約検査課☎24-8823

点検項目□

□ 窓ガラス・外壁のタイルに亀裂が入って
いるなどで、落下の危険性がないか

□ 屋根に雨漏れの原因になる劣化がないか
□ 防火扉や防火シャッターは適正に作動す

るか
□ 廊下や階段に、避難するときに支障にな

るような物を置いていないか
□ 非常用照明は適切に作動するか
□ 敷地内のブロック塀や石垣に傾きや亀裂

が見られないか　など

昭和56年以前の建築物は、現在の耐震基準
を満たしていない場合があります。耐震診断や
必要に応じて耐震改修をしましょう。
※木造住宅の耐震診断や改修工事、道路に面す

る危険なブロック塀の撤去や改修工事への助
成があります。

※3 月１日～７日の「建築物防災週間」に店舗・
病院・ホテルなどへの防災査察を実施します。

□問建築課☎32-6797

令和３・４年度
入札参加・契約希望申請の受け付け

１年に１度は
建築物の安全点検を行いましょう


